
 

 

山梨県土地開発公社債務処理対策補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 山梨県土地開発公社債務処理対策補助金（以下「補助金」という。）の

交付については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、山梨県土地開発公社（以下「公社」という。）が実施し

た米倉山造成事業及び市川三郷町大塚地区拠点工業団地造成事業（以下「対象

事業」という。）について、発生した損失額（以下「事業損失額」という。）

に対してその補てんに要する経費の一部を予算の範囲内で補助することによ

り、公社の債務を処理することを目的とする。 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助金の対象となる経費は、対象事業の事業損失額の補てんに要する経

費とする。 

２ 補助金の額は、定額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 公社は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式第１号により

別に定める日までに、補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第５条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、そ

の内容を審査のうえ、適当と認められるときは補助金の交付決定を行い、別紙

様式第２号により補助金交付決定通知書を公社に通知するものとする。 

 

（事業損失額の補てんに要する経費の変更） 

第６条 公社は、事業損失額の補てんに要する経費を変更しようとするときは、

あらかじめ別紙様式第３号により変更承認申請書を知事に提出し、その承認を

受けなければならない。 

 



 

 

 

（補助金の受入の中止又は廃止） 

第７条 公社は、補助金の交付決定後において補助金の受入を中止又は廃止しよ

うとするときは、別紙様式第４号により中止（廃止）承認申請書を知事に提出

し、その承認を受けなければならない。  

 

（実績報告書） 

第８条 公社は、補助金の交付対象である会計年度が終了したとき又は前条の規

定による廃止の承認を受けたときは、その日から起算して３０日を経過した日

又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日ま

でに、別紙様式第５号により補助金実績報告書を知事に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 知事は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査、必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る事業損失額の補てんが補助金の交付決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、別紙様式第６号により公社に通知する。 

 

（補助金の支払） 

第１０条 知事は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助

金を支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められ

る場合は、概算払をすることができる。 

２ 公社は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、別紙様式第７号

により補助金概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１１条 知事は、公社が次の各号の一に該当すると認められるときは、補助金

の交付決定の全額若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若

しくは一部の返還を命ずることができる。 

  (1) 本要綱の規定に違反したとき。 

 (2) 第４条に定める補助金交付申請書、第６条に定める変更承認申請書、第８  

条に定める補助金実績報告書に虚偽の記載をしたとき。 



 

 

 

（補助金の経理等） 

第１２条 公社は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類

を整理し、かつ、これらの書類を最終の補助金の交付を受けた日の属する会計

年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、知事が別に定め

るものとする。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成２３年４月 1 日から施行する。 

 ２ 山梨県土地開発公社経営再建支援補助金交付要綱は、廃止する。ただし、

山梨県土地開発公社経営再建支援補助金交付要綱に基づき交付された補助金に

ついては、この要綱は、この要綱廃止後も、なお効力を有する。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



 

 

(様式第１号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

  山梨県知事         殿 

 

                   （申請者） 

                   山梨県土地開発公社 

                    理事長         印 

 

 

平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金交付申請書 

 

 平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金の交付を受けたいので、

山梨県土地開発公社債務処理対策補助金交付要綱第４条の規定に基づき、関係書

類を添えて次のとおり申請します。 

 

 

１ 補助金申請額                円 
（単位：円） 

 

前年度末事業損失額 

① 

 

今年度補てん予定額 

② 

 

今年度事業損失額 

①－② 

   

 

２ 添付書類 

  （１）前年度予定貸借対照表、予定損益計算書 

  （２）本年度事業計画書及び会計予算書 

  （３）その他知事が必要と認める書類 



 

 

(様式第２号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

 （申請者） 

 山梨県土地開発公社 

  理事長         殿 

 

                   山梨県知事         印 

 

 

平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付け   第    号で申請のあった平成  年度

山梨県土地開発公社債務処理対策補助金については、山梨県土地開発公社債務処

理対策補助金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり交付決定したので通知

します。 

 

 

１ 補助金の交付対象となる事業損失額の内容は、平成  年  月  日付け      

第    号をもって申請のあった、補助金交付申請書の記載のと おりとする。 

 

２ 補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

 

     交付決定額                円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(様式第３号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

  山梨県知事         殿 

 

                   （申請者） 

                   山梨県土地開発公社 

                    理事長         印 

 

    平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金の 

    事業損失の補てんに要する経費の変更承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け   第    号をもって交付決定通知のあっ

た平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金の事業損失の補てんに要

する経費を次のとおり変更したいので、山梨県土地開発公社債務処理対策補助金

交付要綱第６条の規定に基づき承認を申請します。 

 

１ 変更の理由 

 

 

 【変更前】                        （単位：円） 

 

前年度末事業損失額 

① 

 

今年度補てん予定額 

② 

 

今年度事業損失額 

①－② 

   

 【変更後】                        （単位：円） 

 

前年度末事業損失額 

① 

 

今年度補てん予定額 

② 

 

今年度事業損失額 

①－② 

   



 

 

(様式第４号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

  山梨県知事         殿 

 

                   （申請者） 

                   山梨県土地開発公社 

                    理事長         印 

 

 

    平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金 

    の受入の中止（廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け   第    号をもって交付決定通知のあっ

た平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金の受入を次の理由により

中止（廃止）したいので、山梨県土地開発公社債務処理対策補助金交付要綱第７

条の規定に基づき承認を申請します。 

 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 



 

 

(様式第５号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

  山梨県知事         殿 

 

               （申請者）山梨県土地開発公社 

                    理事長         印 

 

平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金実績報告書 

 

 平成  年  月  日付け   第    号をもって交付決定通知のあっ

た平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金について、山梨県土地開

発公社債務処理対策補助金交付要綱第８条の規定に基づき、次のとおり報告しま

す。 

 

１ 補助金の額                 円 

（単位：円） 

 

前年度末事業損失額 

① 

 

今年度補てん予定額 

② 

 

今年度事業損失額 

①－② 

   

 

２ 添付書類 

  （１）本年度収支決算書及び事業報告書 

  （２）補助金の支払領収書等証拠書類 

  （３）その他知事が必要と認める書類 

 

３ 支払の方法  口座振替による 

 

  振込先銀行名               預金種別（ 当座・普通 ） 

 

  口座名                  N0.             



 

 

(様式第６号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

 （申請者） 

 山梨県土地開発公社 

  理事長         殿 

 

                   山梨県知事         印 

 

 

    平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金 

    の額の確定通知書 

 

 平成  年  月  日付け   第    号で実績報告のあった平成  

年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金については、山梨県土地開発公社債

務処理対策補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり額の確定をしたの

で通知します。 

 

 

１ 補助金の確定額                  円 

 

２ 補助金の交付決定額                円 



 

 

(様式第７号) 

                             第     号 

                         平成  年  月  日 

 

  山梨県知事         殿 

                   （申請者） 

                   山梨県土地開発公社 

                    理事長         印 

 

 

   平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金概算払請求書 

 

 平成  年  月  日付け    第    号をもって交付決定のあった

平成  年度山梨県土地開発公社債務処理対策補助金について、山梨県土地開発

公社債務処理対策補助金交付要綱第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり概

算払の請求をします。 

 

１ 概算払請求額                 円 

 

２ 内    訳                      （単位：円） 

 

補助金交付 

決定額 ① 

 

既概算交付額 

② 

 

差 引 額 

①－②＝③ 

 

今回概算  

請求額 ④ 

 

備考 

     

３ 概算払請求の理由 

 

 

 

４ 支払の方法  口座振替による 

 

  振込先銀行名               預金種別（ 当座・普通 ） 

 

  口座名                  N0.             

 


